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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

構成市町村名： 館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町 

面    積：  576.62 km2 

人    口： 131,871 人（平成27年10月1日現在） 

（内訳） 

市町村名 館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町 計 

面 積 

（km2） 
 110.15  191.14  230.14  45.19  576.62 

人 口  

（人） 
 48,460  34,539  40,490  8,382  131,871 

 

 (2) 計画期間 

本計画は、平成29年度から平成33年度までの５年間を計画期間とする。ただし、複

数の施設整備を長期にわたって継続的に実施するものであることから、平成22年度か

ら平成28年度までの７年間を第１次計画期間とし、本計画を第２次計画とした上で、

平成34年度から平成40年度の７年間を計画期間とする第３次計画を策定する予定であ

る。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合は計画を見直

すものとする。 

(3) 基本的な方向 

館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町で構成する安房郡市広域市町村圏事務組合は、

千葉県、房総半島の南部に位置し、総面積は576.62km2で、千葉県全域面積の11.2％を

占めており、温暖な気候風土を持つ自然環境に恵まれた地域であるため、年間の観光

客数は1,000万人にのぼる。 

構成市町のごみ焼却施設の状況をみると、館山市清掃センター（100t/日、稼働後32

年経過）、鴨川市清掃センター（95ｔ/日、稼働後30年経過）、鋸南地区環境衛生組合大

谷クリーンセンター（80ｔ/日、稼働後33年経過）が稼動している。 

一方で、鴨川市天津小湊清掃センター（20ｔ/日）については、平成22年3月に稼動

を休止し、鴨川市のごみは全て鴨川清掃センターにおいて処理されており、また、南

房総市千倉清掃センター（60ｔ/日）が平成20年1月、南房総市白浜清掃センター（54

ｔ/日）が平成14年2月にそれぞれ稼動を休止し、当該地区のごみの処理は現在、民間

委託している状況である。 
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また、粗大ごみ処理施設（50t/日、稼働後31年経過）は、広域的な処理施設として

安房郡市広域市町村圏事務組合が管理・運営を行っている。 

なお、最終処分場については、館山市一般廃棄物最終処分場、天津小湊清掃センタ

ー最終処分場及び鋸南地区環境衛生組合青木山一般廃棄物最終処分場が埋立処理を行

っており、鴨川市及び鋸南地区環境衛生組合の一部の灰はエコセメントとして資源化

されている。 

また、資源ごみについては、構成市町及び鋸南地区環境衛生組合がそれぞれ独自に

資源化を行っている。 

このように稼働中の施設は、全てが稼働から30年以上経過しており、また、最終処

分場の残余容量にも限りがあることから、資源ごみの統一化による資源化率の向上も

必要な状況である。 

こうした共通の課題を持つ構成市町は、平成11年3月に千葉県が策定した「千葉県ご

み処理広域化計画」に基づき、安房郡市広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）

において、一般廃棄物（ごみ）の共同処理に向け、中間処理施設（エネルギー回収型

廃棄物処理施設）（以下「新たな中間処理施設」という。）及び最終処分場（以下「新

たな最終処分場」という。）の整備に向けて事業の推進を図っている。 

また、本区域の収集範囲は、約577km2にも及ぶため、収集運搬効率及び費用対効果

等を考慮し、中継施設の計画等を行い、併せて既存の焼却施設の撤去等を行う予定で

ある。 

なお、新たな中間処理施設及び最終処分場が稼働した後の市町と組合の役割分担と

しては、市町においてごみの発生抑制、収集・運搬、資源化及び住民の啓発活動を行

い「３Ｒ」の推進に努めるものとし、組合において可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及

び資源ごみの適正な中間処理と最終処分並びに資源化を行うとともに各施設の維持管

理を行うことで循環型社会の形成を目指す。 

一方、公共用水域をみると、組合構成区域は太平洋及び東京湾に面しており、これ

らの海域は、豊富な漁場を有するとともに、関東圏有数の観光地域でもある。 

これら公共用水域の保全を図るため、構成市町において館山市は公共下水道の整備

の促進、館山市を含む構成市町の下水道計画区域外の地域については合併処理浄化槽

の普及促進にそれぞれ努めるものとする。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

構成区域の平成27年度の一般廃棄物の排出・処理状況は、図１のとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め55,027トンであり、再生利用された総資源化量は

11,807トン、リサイクル率（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収

量）／（ごみの総処理量＋集団回収量））は21.5％である。 

中間処理による減量化量は、37,172トンであり、集団回収量を除いた排出量の68.2％

が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の11.1％に当たる6,048トンが

埋め立てられている。 

なお、中間処理量のうち焼却量は45,228トンである。 

t t

t t

( ) ( )

t

( )

t t t t

( ) ( ) ( )
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t t t

( ) ( ) ( )0.0% 0.5% 11.1%
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100.0% 91.1% 10.6%
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排出量 計画処理量 中間処理量
処理後
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22.8%

処理残さ量

8.5% 12.2%

4,621 6,646

直接資源化量
処理後
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集団回収量 総資源化量
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図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成27年度） 
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(2) 生活排水の処理の現状 

平成 27年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥の排出量は図２のとおりである。 

総人口 131,871 人のうち、汚水処理人口は 50,016 人、汚水処理人口普及率は 37.9％

である。 

し尿発生量は 21,807kl/年、浄化槽汚泥発生量は 42,177kl/年であり、処理・処分量（＝

収集・運搬量）は 63,983kl/年である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 生活排水の処理状況フロー（平成27年度） 
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(3) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、

表１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化・再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合 

※2 (１事業所当たりの排出量)＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／(事業所数) 

※3（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

 

（用語の定義） 

排 出 量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)[単位:トン] 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 

熱 回 収 量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕 

減 量 化 量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：トン〕 

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

注）総資源化量の割合の分母は、集団回収を含めた量（平成34年度で48,255ｔ）である。 
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47,603 47,603 42,032 4,694
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23.6%
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図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成34年度） 

 

(4) 生活排水処理の目標 

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の普及促進

を図るものとする。 

 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 
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３ 施策の内容 

  組合行政区域は、関東でも有数の観光地であり、年間 1,000 万人の観光客が訪れる。そ

のため、ごみの排出量原単位は、全国平均、千葉県平均に比較して高い。 

  したがって、発生抑制は、本区域のごみ問題の大きな課題である。 

(1) 発生抑制・再使用の推進 

ア ごみ処理の有料化 

     組合構成市町では、ごみ処理の有料化に取り組んでいるが、その料金設定は構成

市町が独自に行っている状況である。そのため、ごみ処理の広域化に向けて今後、

ごみ処理料金の統一に向けた制度の見直しを図る。 

     料金制度の整理については、既に実施中の有料化によるごみ減量化の継続性、先

進事例等を勘案して検討を行う。 

 

イ 家庭における排出抑制と再使用の推進 

  家庭生活が環境へ負荷を与えていることを自覚し、再生品の使用促進、使い捨て

品の使用抑制に努め、ごみを出さない環境に配慮したライフスタイルの実践に向け、

次のことについて推進していく。 

 ○マイバッグ運動と過剰包装の辞退 

     構成市町ではレジ袋の使用を抑制するため、買い物時にはマイバッグを持参する

と共に過剰包装を断るなど、家庭内への持ち込みを極力減らす。 

    ○フリーマーケット・バザー等の活用 

 地域や学校、民間団体等が主催する不用品交換等のイベントに積極的に参加及び

協力し、衣料や家庭用品の再使用の促進に努める。 

○生ごみの減量化及び堆肥化の促進 

 生ごみを排出する際は、水切りを徹底してごみの減量化を図るとともに、コンポ

スターや生ごみ処理機による生ごみの堆肥化を促進する。 

○集団回収への積極的参加 

 地域や学校等で行う集団回収に積極的に参加、協力を行い資源化の向上に努める。 

 

ウ 事業者における排出抑制と再使用等の推進 

  事業者は自らの事業活動に伴って生じるごみの自らの責任における適正処理を行

うと共に、排出抑制、再資源化等によりその減量に努めるよう次のことについて指

導していく。 
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○排出者や拡大生産者責任に基づく３Ｒと適切な処理 

ごみの適正な処理及び３Ｒの推進を行うことはもとより、国及び地方公共団体の

施策に対しても連携して協力する。 

○排出抑制、再資源化に配慮した製品の設計・製造・販売 

 ごみになりにくい製品、３Ｒに適した製品、再生材料を使用した製品等の設計・

製造・販売を行い資源化への取組を図る。 

 また、生産事業者、流通事業者等が、その販売過程において個々の方策を実行す

ることにより効果的な減量化、再資源化の促進を図る。 

○従業員意識の高揚 

 従業員のごみの資源化・減量化に関する意識の高揚を図ると共に、消費者の目線

に立ち、消費者に対するごみの減量意識の啓発活動に努める。 

 

エ 行政における排出抑制と再使用等の推進 

  構成区域における住民、事業者、行政の役割分担を明確にしつつ、ごみに対する

総合的かつ計画的な施策の推進を図り、互いに協力し合える体制の整備を行うため、

次のことについて努めていく。 

○住民への情報提供 

 環境にやさしい生活の実践に関する情報を広報紙やホームページ等を通じて行い、

ごみの減量化方策をわかりやすく継続的に発信していく。 

 また、バザーやフリーマーケット等のイベント情報に関しても積極的に掲載して

いく。 

○事業者への情報提供 

 国及び構成市町における減量化施策や適正処理について速やかに情報提供を行い、 

自主回収品目の指導等を行う。 

 また、多量排出事業者自らが資源化・減量化計画を策定する場合においては助言・

指導を行う。 

○公共施設での施策 

 構成市町庁舎及び関係公共施設でのごみの排出抑制、分別徹底はもちろんのこと、 

事務用品の購入等においては詰め替え製品や再生素材を使用した製品を優先して選

定する。 

また、ロビー等を活用したポスター掲示など環境啓発普及活動に努める。 
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オ 環境教育の推進 

教育委員会、社会教育団体、小・中学校等と連携し、幅広い世代に対応した効果

的な環境学習を推進する。特に環境教育は学校教育の一環として位置づけられてい

ることもあり、地球・生活・ごみの関係性等について、一人ひとりがすべきことを

理解する機会を拡充するため、次のことを推進していく。 

    ○ごみ処理施設見学会の実施 

     ごみ処理施設の見学者に対して、ごみ処理についての現状や問題点を説明し、ご

みの減量化やリサイクルの重要性に関する社会意識の啓発を行う。 

     また、小中学校単位で実施している社会科見学などの行先として積極的に選定し

てもらうように努める。 

    ○環境学習の提供 

     市町の教育委員会と連携して啓発用、学習用教材としての副読本の作成の検討を

行う。また、ごみの排出抑制、再資源化の必要性及びそれに伴う温室効果ガス削減

に関する講習、リサイクルの体験学習などの推進を検討する。 

 

   カ 非定住者に対する施策 

地域特性として、夏には海水浴観光、冬から春にかけては花観光と多くの観光客

が訪れ、観光客より発生するごみについては地域的な問題となっているため、ごみ

のポイ捨て防止運動や持ち帰り運動をより積極的に推進し、継続して協力を呼びか

ける。 

 

キ 生活排水対策 

良好な生活環境の確保と河川及び海浜の汚濁防止から、家庭等から排出される汚

濁負荷量の削減のため、館山市では、下水道の整備及び接続の促進を行い、館山市

を含めた下水道計画区域外の地域については合併処理浄化槽の普及促進を図る。 

なお、啓発活動としては、水辺の見学会、学習会、講習会などを行い、下水道及

び合併処理浄化槽を利用することによる環境保全や発生源における水質保全対策

について、広く知識・情報の提供を行う。 
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(2) 処理体制 

ア 家庭ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表３のとおりである。 

現状では、構成市町のうち鴨川市の天津小湊清掃センターは焼却を休止し、鴨川

市において発生した可燃ごみはすべて鴨川清掃センターで焼却している。また、南

房総市の白浜清掃センター及び千倉清掃センターも焼却を休止し、南房総市におい

て発生したごみは現在民間に処理を委託している。 

また、館山市、鴨川市及び鋸南地区環境衛生組合のごみ処理施設については、稼

働後30年以上が経過していることを踏まえ、早急に新たな施設への更新が必要な状

況である。 

以上のことから、今後の構成市町のごみ処理については、構成市町と組合の役割

を明確にし、市町ではごみの発生抑制、収集・運搬、資源ごみの資源化及び住民へ

の啓発活動を行い、組合では可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの中間処

理と最終処分並びに中継施設を含む各施設の維持管理を行うこととする。 

また、リサイクル可能なごみの分別方法が構成市町で異なることから、今後は家

庭系ごみの分別の種類を極力統一することとする。更にこれと並行して中間処理施

設への搬入品目及び資源化品目の統一についても協議していく。 

これらの状況を踏まえ、今後のごみ処理体制については、一般廃棄物（ごみ）の

共同処理に向けた新たな中間処理施設及び最終処分場の整備を組合において推進

することとする。 

また、第３次計画においては、広い範囲の収集を効率的に行うための中継施設の

整備を行うと共に、既存の中間処理施設は解体・撤去する予定とする。 

 

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

事業系一般廃棄物を排出している事業所に対して、事業系一般廃棄物の減量化・

資源化について指導を行うとともに、市内の事業所に対しては、啓発チラシの郵送

や戸別訪問等により直接指導を行い、周知徹底を図る。 

構成市町は、引き続き事業者に対し、減量化・資源化について徹底するよう啓発

活動を推進する。 
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ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現状では、館山市では、紙・木類に限り、処理に支障のない範囲で産業廃棄物の

処理を実施しており、その他の市町は、産業廃棄物は受け入れていない。 

広域化施設に向けては、基本的には、産業廃棄物は受け入れないこととするが、

「併せ産廃」と認定できる物に関しては受け入れる方向で検討し、事業者には、資

源化を徹底した上で受け入れることを条件とする。 

なお、本区域は、東京湾及び太平洋に面しており、海岸漂着ごみが多い。これら

のごみに関しては、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観

及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等に関する法律」及び「千葉県海岸漂着

物対策地域計画」に基づき、海岸管理者と協議の上、新たな高効率ごみ発電施設に

支障のない範囲内での処理を検討する。 

 

エ 生活排水処理の現状と今後 

     生活排水の処理については、引き続き館山市は下水道の整備を推進し、下水道区

域外及び館山市以外の構成市町では、合併処理浄化槽の整備を進めていく。 

     し尿・浄化槽汚泥については、現在、し尿処理施設において処理し、館山市及び

鋸南地区環境衛生組合では、その大部分を堆肥化している。 

また、鴨川市及び千倉衛生センターでは、し尿処理施設において焼却処理してい

るが、今後は堆肥化を進めると共に、順次、し尿処理施設の更新または脱水設備の

基幹的施設整備を行い、含水率を７０％以下とした上で、新たな中間処理施設であ

る高効率ごみ発電施設の助燃剤とする。 

 

オ 今後の処理体制の要点 

◆ 家庭系ごみについては、新たな中間処理施設（高効率ごみ発電施設）において

処理し、効率的なごみ発電を行う。 

◆ 事業系一般廃棄物については、減量化及び資源化の徹底を推進する。 

◆ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物については、資源化を徹底し

た上で、受け入れる。 

◆ 生活排水は、下水道及び合併処理浄化槽の整備を進める。 
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 ガラス類  ガラス類

 空きびん（ガラス類）  空きびん（ガラス類）

 白色トレー・発泡スチロール

【平成２７年度】 【平成３４年度】

その他

リ
サ
イ
ク
ル

選別

選別

破砕

 プラスチック製容器包装

 金属類

 燃せるごみ 焼却  館山市清掃センター 11,689

館 山 市

処理方法分別区分 処理施設等 処理実績

 広域粗大ごみ処理施設

 委託

 委託

 委託

 ペットボトル

 古紙・布類

 可燃ごみ

 ガラス・せともの類

 空きビン

 空き缶

 プラスチック製容器包装

 古紙類

 飲料用紙パック

 粗大ごみ

 古紙

 古着

 乾電池

 粗大ごみ

 白色トレー・発泡スチロール

 ペットボトル

 ペットボトル

南 房 総 市

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

 不燃ごみ

焼却

 その他プラスチック

 燃やせるごみ

鴨 川 市

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

7,177

 広域粗大ごみ処理施設

 広域粗大ごみ処理施設

リ
サ
イ
ク
ル

 委託

 委託

その他

 委託

 最終処分場

11

7

102

 古紙・布類

 小型家電製品

 粗大ごみ

 粗大ごみ

94

破砕

 鴨川清掃センター

 金物類

 金物類

 ガラス・セトモノ類

 有害ごみ

 空ビン

保管

鋸 南 町

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

その他

 委託

 空カン

 ペットボトル

焼却

保管

886

175

270

11

886

432

1,828

1,284

110

329

395

121

68

118

焼却

 委託・大谷クリーンセンター

 大谷クリーンセンター

選別

埋立

選別

 可燃ごみ

 空きびん

 空き缶

破砕

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

 委託

 委託

8,635

その他  広域粗大ごみ処理施設

 広域粗大ごみ処理施設

 委託

 最終処分場

 委託

1,989

23

139

107

239

 最終処分場

165

196

166

408

129

1,216

38

その他

 金属類 破砕  広域粗大ごみ処理施設

 金物類 選別  委託

館 山 市

鴨 川 市

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

 燃せるごみ 焼却  館山市清掃センター

 古紙類

 古着

 プラスチック製容器包装

 ガラス・セトモノ類 選別  委託

破砕  最終処分場

 有害ごみ 保管  委託

 燃やせるごみ 焼却  鴨川清掃センター

その他  広域粗大ごみ処理施設

 ペットボトル

 古紙

 粗大ごみ その他  広域粗大ごみ処理施設

リ
サ
イ
ク
ル

 委託

 空ビン
リ
サ
イ
ク
ル

 委託

 空カン

 ペットボトル

保管  委託

 飲料用紙パック

 乾電池 その他  委託

 粗大ごみ

 ガラス・せともの類 埋立  最終処分場

 空きビン

リ
サ
イ
ク
ル

 委託

南 房 総 市

分別区分 処理方法 処理施設等 処理実績

 可燃ごみ 焼却  委託・大谷クリーンセンター

 金物類 選別  委託

 空き缶

 ペットボトル

 ペットボトル

 プラスチック製容器包装

 粗大ごみ その他  広域粗大ごみ処理施設

 可燃ごみ 焼却  大谷クリーンセンター

 不燃ごみ 選別  委託

鋸 南 町

分別区分 処理方法 処理施設等

 粗大ごみ その他  広域粗大ごみ処理施設

 その他プラスチック

 古紙・布類

 古紙・布類

 小型家電製品

破砕  最終処分場

 空きびん リ
サ
イ
ク
ル

 委託

処理実績

 空き缶

表３ 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 
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(3) 処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 

本地域内のごみ処理施設は老朽化が著しく、効率的なエネルギーや資源の回収・

有効利用が困難なことから、廃棄物の安定処理とより一層の資源循環型社会構築の

ため、表４のとおり必要な施設の整備を行う。 

なお、第３次計画にて整備する施設も併せて示す。 

 

表４ 整備する処理施設 

事業

番号 
整備施設種類 事 業 名 処理能力 

設置 

予定地 
事業期間 

1 
エネルギー回収型 

廃棄物処理施設 

広域ごみ処理施設（エネルギー

回収型廃棄物処理施設）整備事

業 

125ｔ/日 南房総市 H35～H39 

2 
マテリアル 

リサイクル推進施設 

広域ごみ処理施設（マテリア

ルリサイクル施設）整備事業 
20ｔ/日 南房総市 H35～H39 

3 最終処分場 
広域ごみ処理施設（最終処分

場）整備事業 
93,810 m3 南房総市 H35～H39 

7 
有機性廃棄物 

リサイクル推進施設 

南房総市有機性廃棄物リサイ

クル推進施設整備事業 
68kL/日 南房総市 H31～H33 

8 
マテリアル 

リサイクル推進施設 

広域ごみ処理施設（サテライ

トセンター）整備事業 
17ｔ/日 南房総市 H35～H39 

9 
マテリアル 

リサイクル推進施設 

広域ごみ処理施設（ストック

ヤード整備事業 
200㎡ 鴨川市 H35～H39 

※ 現有処理施設の状況と更新、休止、廃止については、様式1-3を参照。 

（整備理由） 

事業番号１：既存施設の老朽化、処理の集約、エネルギーの高効率回収・有効利用の促進 

事業番号２：既存施設の老朽化、資源物の高効率回収、リサイクル活動拠点の整備 

事業番号３：最終処分の効率化、埋立物の適正管理 

事業番号７：既存施設の老朽化、処理の集約・効率化 

事業番号８：広域化による輸送効率の向上、搬入量の調整 

事業番号９：資源物の品質管理、搬出量の調整 
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イ 合併処理浄化槽の整備 

① 組合構成区域 

組合構成区域の合併処理浄化槽の普及促進については、表５-１のとおり行う。 

 

 

表５-１ 合併処理浄化槽への移行計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近の整備済
基数（基）

（平成27年度）

整備計画
基数
（基）

整備計画
人口
（人）

事業期間

 浄化槽設置整備事業 22 150 316 H29～H33

 浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 22 150 316

 浄化槽設置整備事業 59 300 970 H29～H33

 浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 59 300 970

 浄化槽設置整備事業 20 200 554 H29～H33

 浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 20 200 554

 浄化槽設置整備事業 4 20 100 H29～H33

 浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 4 20 100

105 670 1,940

事 業

合 計

館
山
市

鴨
川
市

南
房
総
市

鋸
南
町
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(4) 施設整備に関する計画支援事業 

(3)の施設整備に先立ち、表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業

番号 
整備施設種類 事業名 事業期間 

31 

広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

整備（事業番号 1）に係る環境影響評価事業 
環境影響評価 H30～H33 

広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

整備（事業番号１）に係る測量・地質調査事業 
測量、地質調査 H30 

広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

整備（事業番号１）に係る施設整備基本計画・基本設計等

策定事業 

基本設計等 H30～H31 

広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

整備（事業番号１）に係る事業者選定アドバイザリー業務 
アドバイザリー業務  H33～H34 

32 

広域ごみ処理施設（マテリアルリサイクル推進施設） 

整備（事業番号 2）に係る測量・地質調査事業 
測量、地質調査 H30 

広域ごみ処理施設（マテリアルリサイクル推進施設） 

整備（事業番号 2）に係る施設整備基本計画・基本設計等

策定事業 

基本設計等 H30～H31 

広域ごみ処理施設（マテリアルリサイクル推進施設） 

整備（事業番号 2）に係る事業者選定アドバイザリー業務 
アドバイザリー業務 H33～H34 

33 

広域ごみ処理施設（最終処分場施設）整備（事業番号 3）

に係る測量・地質調査事業 
測量、地質調査 H30 

広域ごみ処理施設（最終処分場施設）整備（事業番号 3）

に係る施設整備基本計画基本設計等策定事業 
基本設計等 H30～H31 

広域ごみ処理施設（最終処分場施設）整備（事業番号 3）

に係る事業者選定アドバイザリー業務 
アドバイザリー業務 H33～H34 

※エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設及び最終処分場を同一敷地に整

備する計画であるため、上記事業は同一事業として実施する。  
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事業

番号 
整備施設種類 事業名 事業期間 

37 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備（事業番号

7）に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 H29～H30 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備（事業番号

7）に係る測量及び地質調査事業 
測量、地質調査 H29～H30 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備（事業番号

7）に係る計画支援事業 

基本設計、発注仕様書作

成等計画支援事業 
H29～H31 

38 

広域ごみ処理施設（サテライトセンター）整備（事業番号

8）に係る生活環境影響調査 
生活環境影響調査 H32 

広域ごみ処理施設（サテライトセンター）整備（事業番号

8）に係る測量・地質調査事業 
測量、地質調査 H31 

広域ごみ処理施設（サテライトセンター）整備（事業番号

8）に係る施設整備基本計画・基本設計等策定事業 
基本設計等 H30～H31 

広域ごみ処理施設（サテライトセンター）整備（事業番号

8）に係る事業者選定アドバイザリー業務 
アドバイザリー業務 H34 

39 

広域ごみ処理施設（ストックヤード）整備（事業番号 8）

に係る生活環境影響調査 
生活環境影響調査 H32 

広域ごみ処理施設（ストックヤード）整備（事業番号 9）

に係る測量・地質調査事業 
測量、地質調査 H31 

広域ごみ処理施設（ストックヤード）整備（事業番号 9）

に係る施設整備基本計画基本設計等策定事業 
基本設計等 H30～H31 

広域ごみ処理施設（ストックヤード）整備（事業番号 9）

に係る事業者選定アドバイザリー業務 
アドバイザリー業務 H34 
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 (6) その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

ア 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づき適切な回収、

再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して普及啓発を行う。 

イ 不法投棄対策 

構成市町では、不法投棄は美観を損ねるだけでなく環境汚染の原因にもなること

から、投棄物の早期撤去を図っている。 

また、県と関係機関による合同パトロール、環境保全指導員等と市による監視活

動を実施するとともに、多発箇所に不法投棄防止看板や不法投棄防止用監視カメラ

を設置するなど未然防止に努めており、今後も、こうした施策を推進していく。 

ウ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

災害時の一般廃棄物及び災害により発生する廃棄物について収集・運搬、処理・

処分が迅速に行えるよう、広域内でも災害時の仮置き場の候補地を検討するなど災

害時の相互協力に備えるとともに、千葉県、近隣自治体との連携を図りながら対策

を講じていく。 

 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

構成市町村及び組合は、毎年、計画の進捗状況を把握し、必要に応じて計画の見直

しを行う。 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間の最終年度において、計画の進捗状況を把握し、その結果が取りまとまっ

た時点で、計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直す

ものとする。 
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添付資料１ 対象地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地域   安房地域 

面  積   576.62 ㎢ 

人  口 
  131,871 人 
（平成 27 年 10 月 1 日現在） 
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４ 汚泥及びし尿量の予測 
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添付資料３ 分別区分説明資料 

 
館山市 鴨川市 

南房総市 

（外房地区）※1 

鋸南町、南房総市 

（内房地区）※2 

燃せるごみ 

生ごみ・紙くず 

衣料・履物 

プラスチック製品 

（容器包装は除く） 

木材・庭木・草 

CD・DVD 

ゴム・革製品 

      など 

生ごみ・紙くず 

プラスチック製品 

木材・庭木・草 

CD・DVD 

ゴム・革製品 

貝殻 

      など 

生ごみ・紙くず 

木材・庭木・草 

CD・DVD 

ゴム・革製品 

紙おむつ 

貝殻 

発泡スチロール 

      など 

生ごみ・紙くず 

プラスチック製品 

木材・庭木・草 

CD・DVD 

ゴム・革製品 

紙おむつ 

貝殻 

発泡スチロール 

      など 

金属（金物）類 

 

※鋸南地区は不燃

ごみとして分別 

空き缶 

ガラス・コップ 

グラス 

   など 

小型家電 

はさみ・カミソリ 

針金・ハンガー 

傘（の骨） 

 など 

小型家電 

はさみ・カミソリ 

針金・ハンガー 

傘 

乾電池   など 

小型家電 

はさみ・カミソリ 

針金・ハンガー 

傘 

乾電池   など 

ガラス・ 

セトモノ類 

 

※館山市はガラス類 

空きびん 

ガラス・コップ 

グラス 

      など 

ガラス・コップ 

皿・茶碗・急須 

植木鉢 

めがね・鏡 

電球・蛍光管 

体温計   など 

ガラス・コップ 

皿・茶碗・急須 

植木鉢 

めがね・鏡 

電球・蛍光管 

体温計   など 

 

プラスチック製 

容器包装 

プラマーク付きの 

カップ・ボトル類 

袋類 

色付きトレイ 

 プラマーク付きの 

カップ・ボトル類 

袋類 

白色トレイ 

 

ペットボトル 飲料用・調味料用 飲料用・調味料用 飲料用・調味料用 飲料用・調味料用 

古紙・布類 

 

※館山市・鴨川市

はそれぞれ分別 

新聞・雑誌 

ダンボール 

 

新聞・雑誌 

ダンボール 

紙パック 

新聞・雑誌・雑がみ 

ダンボール 

紙パック 

古着・シーツ 

      など 

新聞・雑誌・雑がみ 

ダンボール 

紙パック 

古着・シーツ 

      など 

飲料用紙パック 飲料用紙パック    

布類 
衣料・シーツ 

      など 

衣料・シーツ 

      など 

  

空き缶 

 飲料用・調味料用 

スプレー缶 

      など 

飲料用・調味料用 

スプレー缶 

      など 

飲料用・調味料用 

スプレー缶 

      など 

空きびん 

 飲料用・調味料用 

      など 

飲料用・調味料用 

      など 

飲料用・調味料用 

ガラス・コップ 

皿・茶碗・急須 

植木鉢 

めがね・鏡 

電球・蛍光管 

体温計   など 

乾電池 
 アルカリ電池 

マンガン電池 

  

有害ごみ 

 蛍光管・水銀灯 

体温計 

      など 

  

白色トレイ・ 

発泡スチロール 

 白色トレイ 

発泡スチロール 

  

粗大ごみ 
 家具・家電 

自転車   など 

家具・家電 

自転車   など 

家具・家電 

自転車   など 

※1 南房総市外房地区（白浜、千倉、丸山、和田地区） 
※2 南房総市内房地区（富浦、富山、三芳地区） 
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館山市 現状の分別区分 

分別区分 主な収集品目 排出方法等 収集回数 

燃せるごみ 

台所ごみ、衣類、履物、木枝・庭木、プラス

チック製品（容器包装を除く）、プランター、

バケツ、ポリタンク、レコード、CD・DVD、カ

セットテープ、ゴム・皮製品、草、紙くず  な

ど 

指定ごみ袋 2 回/週 

金属類 

空き缶、やかん・なべ、植木鉢、瀬戸物、乾

電池、蛍光管、鏡、金属製品、傘、炊飯器、

ポット、スプレー缶、耐熱ガラス、乳白色瓶  

など 

透明袋・半透明袋 

4 回/月 

ガラス類 空きビン、ガラス、コップ・グラス など 2 回/月 

プラスチック製 

容器包装 

ボトル類、カップ・パック類、トレイ、ラッ

プ類、果物のネット、ペットボトルのふた、

発泡スチロール など 

1 回/週 

ペットボトル 
飲料用、酒類用でペットボトルマークのつい

ているもの 
  

古 

紙

類 

新聞 

雑誌 

ダンボール 

新聞、雑誌、ダンボール 種類別にひもで縛る  

飲料用パック 牛乳・ジュース・コーヒーなどの紙パック 
ひもで縛る 

透明袋・半透明袋 
 

 

 

 

鴨川市 現状の分別区分 

分別区分 主な収集品目 排出方法等 収集回数 

燃せるごみ 
台所ごみ、紙くず、プラスチック類、ゴム類、

貝殻 など 
指定ごみ袋 2 回/週 

金物類 
調理器具、小型家電製品、はさみ、針金、か

さの骨、ハンガー、カミソリ など 

指定ごみ袋 

（不燃物専用） 
2 回/月 

ガラス・セトモノ類 
ガラス、コップ、電球、めがね、鏡、化粧ビ

ン、皿、茶碗、急須、植木鉢 など 

有害ごみ 蛍光管、体温計、水銀灯 など 

空きカン 飲料用・調味料用・食料品用 など 

指定ごみ袋 

（資源物専用） 

3 回/月 

空きビン 飲料用・調味料用・食料品用 など 

2 回/月 

ペットボトル 

飲料用、醤油用、しょうゆ加工品、みりん風

調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ

調味料（油を使用していないもの） 

乾電池 アルカリ電池、マンガン電池 

古紙 新聞紙、ダンボール、雑誌、飲料用紙パック 

紐で十字に縛る 
古着 衣料、シーツ、タオルケット 

白色トレー 

発泡スチロール 

肉・魚・野菜などの白色トレー、魚箱・青果

箱・家電緩衝材などの発泡スチロール 

粗大ごみ 家庭用電化製品、家具、自転車 など 収集の場合は予約 3 回/月 
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南房総市（白浜・千倉・丸山・和田） 現状の分別区分 

分別区分 主な収集品目 排出方法等 収集回数 

燃せるごみ 
生ごみ、紙くず、紙おむつ、貝殻、発泡スチ

ロール、スニーカー、革製の靴 など 
指定ごみ袋 2 回/週 

空き缶 
スチール缶、アルミ缶、調味料用・食料品用、

スプレー缶 など 

透明または 

半透明の袋 

2 回/月 

金物類 
調理器具、はさみ、かみそり、針金、かさ、

ハンガー、乾電池、小型家電製品 など 

空きビン 
ジュース・アルコール類、調味料・食料品類 

など 

1 回/月 

ガラス・せともの類 
ガラス、コップ、鏡、茶碗、皿、急須、植木

鉢、蛍光管、電球、体温計 など 

ペットボトル ジュース類、アルコール類、調味料類 など 

1 回/週 

プラスチック製 

容器包装 

白色トレイ、袋類、カップ類、チューブ類 

など 

その他プラスチック 

バケツ、長靴、ポリタンク、 CD、ビニールホ

ース、ビデオテープ、ボトル類、ビニール手

袋  など 

古紙・布類 
新聞紙、雑誌、雑がみ、ダンボール、紙パッ

ク、古着、シーツ  など 

種類ごとに紐で十字

に縛る 
1 回/月 

粗大ごみ 家庭用電化製品、家具、自転車 など 収集の場合は申込み 3 回/月 

 

 

南房総市（富浦・富山・三芳）及び鋸南町 現状の分別区分 

分別区分 主な収集品目 排出方法等 収集回数 

燃せるごみ 

台所から出る生ごみ、紙くず、紙おむつ、貝

殻、草、木、発泡スチロール、袋類、カップ

類、ビニール容器、バケツ、靴、 CD、ビデオ

テープ、ビニールホース、ポリタンク、ビニ

ール手袋 

 など 

指定ごみ袋 2 回/週 

古紙・布類 
新聞紙、雑誌、雑がみ、ダンボール、紙パッ

ク、古着、シーツ  など 
紐で十字に結束 

2 回/月 

空き缶 
スチール缶、アルミ缶、調味料用・食料品用、

スプレー缶 など 
青色の指定かご 

空きびん 

（ガラス類） 

ジュース・アルコール類、調味料・食料品類、

ガラス、コップ、めがね、鏡、茶碗、皿、急

須、植木鉢、蛍光管、電球、体温計 など 

黄色の指定かご 

ペットボトル 

ジュース・アルコール類、しょうゆ加工品、

みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシン

グタイプ調味料（ノンオイル） 

回収用ネット 

不燃ごみ 
調理器具、はさみ、かみそり、針金、かさ、

ハンガー、乾電池、小型家電製品 など 
透明・半透明の袋 1 回/月 

小型家電製品 
ドライヤー、携帯電話、DVD デッキ、ゲーム機、

プリンター など 

粗大ごみ 家庭用電化製品、家具、自転車 など 収集の場合は申込み 3 回/月 
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添付資料４ 現有処理施設の概要 

 

■焼却施設 

設置主体 館山市 鴨川市 鋸南地区環境衛生組合 

施設名称 館山市清掃センター 鴨川清掃センター 大谷クリーンセンター 

所 在 地 館山市出野尾 538 鴨川市北小町 2118 南房総市検儀谷 260 

稼働年月 昭和 59 年 10 月 昭和 61 年 4 月 昭和 58 年 4 月 

炉型式等 准連続燃焼式ストーカ炉 准連続燃焼式流動床炉 准連続燃焼式ストーカ炉 

処理能力 
100ｔ/日 

（50ｔ/日×2 炉） 

95ｔ/日 

（47.5ｔ/日×2 炉） 

80ｔ/日 

（40ｔ/日×2 炉） 

灰 処 理 
主灰：薬剤処理 

飛灰：薬剤処理 
無し 飛灰：薬剤処理 

余熱利用 温水利用（場内・場外） 無し 無し 

備  考    

 

 

■粗大ごみ処理施設、資源化施設等 

設置主体 安房郡市広域市町村圏事務組合 

施設名称 粗大ごみ処理施設 

所 在 地 館山市出野尾 540 

稼働年月 昭和 60 年 4 月 

処理方式 破砕 

処理能力 50ｔ/日 

備  考 無し 

 

 

■最終処分場 

設置主体 館山市 鴨川市 南房総市 
鋸南地区 

環境衛生組合 

施設名称 
館山市一般廃棄物 

最終処分場 

天津小湊一般廃

棄物最終処分場 

千倉一般廃棄物

最終処分場 
和田最終処分場 

青木山一般廃棄

物最終処分場 

所 在 地 館山市西長田 1153 鴨川市浜荻 314-1 
南房総市千倉町

南朝夷 789 

南房総市和田町

中三原 1008-3 

南房総市富浦町

大津 937-1 

稼働年月 昭和 60 年 4 月 平成 10 年 4 月 平成 10 年 3 月 平成 10 年 2 月 平成 12 年 4 月 

埋立対象 
破砕・選別・ 

焼却残渣 

破砕・選別・ 

焼却残渣 

破砕・選別・ 

焼却残渣 

破砕・選別・ 

焼却残渣 

破砕・選別・ 

焼却残渣 

埋立面積 10,300 ㎡ 2,200 ㎡ 4,350 ㎡ 5,772 ㎡ 4,150 ㎡ 

埋立容量 119,200 ㎥ 10,420 ㎥ 30,900 ㎥ 3,100 ㎥ 30,000 ㎥ 

備  考      
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■し尿処理施設 

設置主体 館山市 鴨川市 南房総市 
鋸南地区 

環境衛生組合 

施設名称 館山市衛生センター 鴨川衛生センター 千倉衛生センター 堤ヶ谷クリーンセンター 

所 在 地 館山市出野尾 534 鴨川市大里 558-1 
南房総市千倉町 

瀬戸 331 

鋸南町下佐久間

544-1 

稼働年月 昭和 57 年 4 月 昭和 57 年 3 月 昭和 59 年 10 月 昭和 62 年 4 月 

処理対象物 
し尿 

浄化槽汚泥 

し尿 

浄化槽汚泥 

し尿 

浄化槽汚泥 

し尿 

浄化槽汚泥 

処理能力 100kl/日 66kl/日 70kl/日 50kl/日 

汚水処理方

法 
高負荷脱窒素 高負荷脱窒素 二段活性汚泥 高負荷脱窒素 

焼却設備 有り 有り 有り 無し 

備  考     
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様式１ 

 

１．地域の概要

人 ㎢

組合名：安房郡市広域市町村圏事務組合 組合を構成する市町村：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町

設立年月日：昭和45年9月10日 共同処理事務：ごみ処理施設等の建設

組合名：鋸南地区環境衛生組合 組合を構成する市町村：南房総市、鋸南町

設立年月日：昭和40年1月5日 共同処理事務：一般廃棄物の収集・処理

２．一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

( H27比 )

( H27比 )

( H27比 )

( H27比 )

( H27比 )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表　１　（平成２９年度）

事業系

生活系

-19.4%

-16.5%

-9.8%

-10.0%

-12.6%

6,048 4,694

9.3% 5.6% 5.5% 5.6% 11.1% 9.9%
最 終 処 分 量  埋立最終処分量（トン）

5,574 3,336 3,138 3,447

73.8% 78.4% 79.5% 78.2% 68.2% 64.7%

0 0

中間処理による減量化量  減量化量（中間処理前後の差　トン）
44,204 47,040 45,687 47,970 37,172 30,808

熱 回 収 量  熱回収量（年間の発電電力量　MWｈ） 0 0 0 0

18.0% 17.2% 16.1% 17.2% 21.7% 26.8%
 総資源化量（トン）

10,753 10,314 9,263 10,553 11,807

57,437 61,355 54,487 47,603

再 生 利 用 量

 直接資源化量（トン）
6,073 6,234 5,261

排 出 量

合計  事業系生活系排出量合計（トン） 59,897 60,029

4,958 4,621 5,571

10.1% 10.4% 9.2% 8.1% 8.5% 11.7%

12,753

 1人当たりの排出量（kg/人） 259.0 254.1 257.4 252.0 238.7 214.7

1.77

 総排出量（トン） 44,511 45,442 42,493 44,482 38,553 34,759

16,873 15,934 12,844

 1事業所当たりの排出量（トン/事業所） 1.94 1.91 1.97 2.25 2.12

 総排出量（トン） 15,386 14,587 14,944

年　 過 去 の 状 況 ・ 現 状 （ 排 出 量 に 対 す る 割 合 ） 目 標

　指標・単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成34年度

（4）構成市町村等名

　館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、

　鋸南地区環境衛生組合、

　安房郡市広域市町村圏事務組合

（5）地域の要件 　　人口　　　面積　　　沖縄　　　離島　　　奄美　　　豪雪　　　山村　　　半島　　　過疎　　　その他

（6）構成市町村に一部事務組合等が

　　含まれる場合、当該組合の状況

（１）地域名 　安房地域 （2）地域内人口 131,871 （3）地域面積 576.62
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

95

事業主体

型式及び処理方式

ストーカ式

准連続式

現有施設の内容

鴨川市

備 考

館山市

更新、廃止、新設の内容

更新・廃止

予定年月
更新、廃止、新設理由

型式及び

処理方式

施設竣工

予定年月
処理能力

補助の

有無
処理能力

ｔ/日100有

開始

年月

南房総市

館山市

鴨川市

南房総市

鋸南地区環境衛生組合

鋸南地区環境衛生組合

安房郡市広域

市町村圏事務組合

館山市

鴨川市

鋸南地区環境衛生組合

ｔ/日

ｔ/日

ｔ/日

㎥

有

有 S59.10

S62.4

施設種別

高負荷脱窒素処理

高負荷脱膜処理

標準脱窒素処理

高負荷脱窒素処理

有機性廃棄物リサイクル

推進施設

サテライトセンター

ストックヤード

流動床式

全連続式

ストーカ式

准連続式

破砕・選別・圧縮

エネルギー回収型

廃棄物処理施設

マテリアルリサイクル

推進施設

最終処分場

マテリアルリサイクル

推進施設

有

有

有

有

有

有

有

70

50

50

60,000

10,420

30,000

100

66

80

有

H40.4

S61.4

S58.4

S60.4

S60.4

H10.4

H12.4

㎥

㎥

kl/日

kl/日

kl/日

kl/日

S57.4

H34.4

H34.3

H40.3

H40.4

H6.4

S59.10

破砕・選別・圧縮

広域化に伴い廃止予定

広域施設として新設

広域化に伴い廃止予定

保管・積替

シャフト式

全連続式

クローズド型

未定

圧縮・積替

20

93,810

68H34.3

125

ｔ/日

㎡

エネルギー回収推進施設

最終処分場

し尿処理施設

安房郡市広域

市町村圏事務組合

安房郡市広域

市町村圏事務組合

ｔ/日

ｔ/日

㎥

kl/日

H40.3

H40.3

17

200
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４　生活排水処理の現状と目標

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

年　 過　去　の　状　況　・　現　状 目 標

　指標・単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成34年度

6,728

48,877 48,460 46,772

3,252 3,397 3,542 3,670 3,734

49,925 49,973 49,297

6.5% 6.8% 7.2% 7.5% 7.7% 14.4%

0.0%

32,773 32,037 31,308 26,890

0 0 0 0 0 0

35,028 34,264

0.0%

13,154

28.1%

0.0% 0.0%

25.9% 26.6% 29.2% 40.4% 42.6% 51.0%

9,266 9,508 10,322 14,133 14,726 16,595

19,813 15,952

42,735 42,425

26,521 26,258 25,080 20,865

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

41,809 41,161 40,490 36,901

0 0 0 0 0 0

30.7% 31.1% 33.7% 37.8% 38.6% 51.5%

13,115 13,183 14,110 15,539 15,646 18,991

26.9% 27.0% 27.8% 28.7% 29.7% 42.6%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2,444 2,424

0.0% 0.0%

11,645 12,312 12,982 13,170 13,418

0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

23.3% 24.6% 26.3% 26.9% 27.7%

0 0 0 0

35,787 35,766 35,402

0

34,998 34,539 32,547

0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0

0.0% 0.0%

0 0 00 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0

25,622 24,844 17,910

9,079 8,969 8,795 8,600 8,382 7,351

29,620 29,242 27,699

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生未処理人口

館山市

鴨川市

南房総市

鋸南町

 総人口

 公共下水道

 集落排水施設等

 合併処理浄化槽等

 未処理人口

 総人口

 未処理人口

 集落排水施設等

 合併処理浄化槽等

 合併処理浄化槽等

 未処理人口

 総人口

 公共下水道

 集落排水施設等

 公共下水道

 集落排水施設等

 合併処理浄化槽等

 未処理人口

 総人口

 公共下水道
 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生未処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生未処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生未処理人口

 汚水衛生処理人口

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

 汚水衛生処理人口

2,444 2,471 2,492

6,635 6,545 6,351 6,129 5,890 4,221

0.0%

3,130
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５　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

注）合併前の開始年月日は、以下のとおりである。

 （旧）和田町 H3.4

南房総市

 （旧）三芳村 H2.4

 （旧）白浜町 H1.4

 （旧）千倉町 S63.4

 （旧）丸山町 H2.4

旧町村 開始年月日

 （旧）富浦町 S63.4

 （旧）富山町 H1.4

鴨川市

旧市町

 （旧）鴨川市

 （旧）天津小湊町

開始年月日

S63.9

H1.4

H18.3

H6.4

150 316 H34

300 970 H34

200 554 H34

20 100 H34

基数 処理人口 開始年月 基数 処理人口 目標年次

浄化槽設置整備事業

施設種別 事業主体

館山市

鴨川市

南房総市

鋸南町

4,126

4,357

5,993

2,570

13,418

14,726

15,646

2,492

H1.4

H17.2

現有施設の内容 整備予定基数の内容
備考
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南房総市

鋸南町 鴨川市

館山市

鋸南地区環境衛生組合

大谷クリーンセンター

鋸南地区環境衛生組合

堤ヶ谷クリーンセンター

鋸南地区環境衛生組合

青木山一般廃棄物最終処分場

館山市清掃センター

館山市衛生センター

館山市一般廃棄物最終処分場

白浜清掃センター（休止）

千倉清掃センター（休止）

千倉一般廃棄物最終処分場

千倉衛生センター

鴨川清掃センター

鴨川衛生センター

天津小湊清掃センター（休止）

天津小湊一般廃棄物最終処分場

添付資料５ 地域内の施設の現況と予定（位置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※なお、今後、設置予定である広域ごみ処理施設（熱回収施設・マテリアルリサイクル施設・最終

処分場・サテライトセンター・ストックヤード）及び南房総市有機性廃棄物リサイクル施設の場

所については未定である。 
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様式２ 

 

※1　事業番号について、計画本文3（3）表4及び（4）、（5）に示す事業番号及び様式3の施設整備に関する事業番号と一致する。

※2　一部事務組合については、備考欄に構成する市町村を注記した。

有機性廃棄物リサイクル推進施設計画支援事業

サテライトセンター整備計画支援事業

マテリアルリサイクル推進施設に関する事業

ストックヤード整備計画支援事業

最終処分場計画支援事業

サテライトセンターに関する事業

ストックヤードに関する事業

浄化槽に関する事業

施設整備に関する計画支援に関する事業

サテライトセンター整備事業

ストックヤード整備事業

エネルギー回収型廃棄物処理施設計画支援事業

マテリアルリサイクル推進施設計画支援事業

最終処分場に関する事業

し尿処理施設に関する事業

 ○

有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業

○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

マテリアルリサイクル推進施設整備事業

最終処分場設置

浄化槽設置整備

事 業 種 別

事業名称

エネルギー回収型

廃棄物処理施設

交付率1/2

交付率1/3

○ エネルギー回収端廃棄物処理施設

事業

番号

事業主体

名称

交付対象事業費（千円）

00

平成

29年度

0

平成

33年度

総事業費（千円）規 模

0 0 0 0

備 考

次期計画で実施

単位 開始

事業期間

交付期間

館山市・鴨川市

南房総市・鋸南町

次期計画で実施

終了
平成

32年度

平成

33年度

平成

29年度

平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

0 0

平成

30年度

平成

31年度

0 0 0

0

0
125 ｔ/日 H35 H39

0

0
組合

2 組合 20 ｔ/日 H35 H39

0

1

0

0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0

3 組合 93,810 ㎥ H35 H39 0 0

0 0 0

0 02,970,000 0 0 594,000

0 0 534,600 1,336,500 801,900

534,600 1,336,500 801,900

7 南房総市 68 kl/日 H31 H33 2,970,000 0 0 594,000 1,485,000 891,000 2,673,000

1,485,000 891,000 2,673,000

0 00 0 0 0 0 0 0

8 組合 17 ｔ/日 H35 H39 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 組合 200 ㎡ H35 H39 0 0

0 0 0 0 0

36,360 36,360

3,600 3,600 3,600

36,360 36,360 36,360

館山市 150 基 18,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000

36,360 36,360 181,800 36,360 36,360181,800 36,360

5
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

19,800 19,800 19,800

南房総市 200 基 60,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000

19,800 19,800 99,000 19,800 19,800

960 9604,800 960 960 960鋸南町 20 基

H29 H33
99,000 19,800 19,800 19,800鴨川市 300 基

3,600 3,600

49,635 106,465 159,161 59,088 26,995

960 960 960

401,344 49,635 106,465 159,161 59,088 26,995 401,344

960 960 4,800

0 2,657

120,300 31,346 20,872

32 20 t/日 13,999 0 8,443 2,899 0 2,657 13,999

31,346 20,872 233,055 0 60,537233,055

0 8,443 2,899

0 60,537 120,30031 125 t/日

H30 H34

18,265 0 11,01633 93,810 ㎥

組合

37 南房総市 68 kl/日 H29 H31 76,725 49,635 24,330 2,760 0 0 76,725

0 3,466 18,265 0 11,0163,783

0

11,949 13,871

0 1,069 17,470 13,871
H30 H34

0

㎡ 32,410 0 1,069 17,470 13,871 0

954,355 3,256,144 85,995

ｔ/日

次期計画で実施

次期計画で実施

次期計画で実施

730,121 1,431,948 865,255

39 200 32,410

13,871 0 26,890 0 1,07026,890 0 1,070 11,94938 17

49,635 24,330

合 計

組合

1,580,448 142,8253,553,144 85,995 142,825 789,521

2,760 0 0

3,783 0 3,466

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（平成29年度）
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※一部事務組合については、備考欄に構成する市町村を注記した。

17,021,910 3,256,144 13,765,766合 計

433,101 401,344 31,757

247,689 233,055 14,634

16,656 13,999 2,65732

エネルギー回収型廃棄物処理施設計画支援事業 31

組合

ストックヤード整備計画支援事業

2,673,000 2,673,000 0

764,637 0 764,637

764,637 0 764,637

1,578,344 0 1,578,344

2,052,631 0 2,052,631

2,052,631 0 2,052,631

8,677,097 0 8,677,097

3,715,350 0 3,715,350

4,961,747 0 4,961,747

1,934,334

1,934,334

2,515,920

2,515,920

2,970,000

2,970,000

○ エネルギー回収型廃棄物処理施設に関する事業

（参考）第３次循環型社会形成推進地域計画の概要（金額は概算であり未確定。また、事業内容も変更の可能性がある。）

事 業 種 別
事業

番号

事業主体

名称

規 模
事業期間

交付期間
総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

備考

事業名称 単位 開始 終了

エネルギー回収型

廃棄物処理施設整備事業

交付率1/2
1 組合 125 ｔ/日 H35 H39

館山市・鴨川市

交付率1/3

○ マテリアルリサイクル推進施設に関する事業 1,578,344 0 1,578,344

マテリアルリサイクル推進施設整備事業 2 組合 20 ｔ/日 H35 H39

最終処分場設置 3 組合 93,810 ㎥ H35 H39

 ○ 最終処分場に関する事業

 ○ し尿処理施設に関する事業 2,673,000 2,673,000 0

有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業 7 南房総市 68 kl/日

サテライトセンター整備事業 8 組合 17 ｔ/日 H35 H39

 ○ サテライトセンターに関する事業 898,338

ストックヤード整備事業 9 組合 200 ㎡ H35 H39

 ○ ストックヤードに関する事業

898,338

778,000

778,000

661,300 0 661,300

661,300

 ○ 浄化槽に関する事業

0 661,300

181,800 181,800 0

18,000 18,000

99,000 99,000

基

H29 H33
南房総市 200 基

鴨川市 300 基

鋸南町 20 基

18,000

60,000 60,000 60,000

4,800 4,800

 ○ 施設整備に関する計画支援に関する事業 401,344

99,000

4,800

433,101

浄化槽設置整備 5

館山市 150

21,731

5,500

5,500

最終処分場計画支援事業 33

マテリアルリサイクル推進施設計画支援事業

14,634

2,657

21,731 18,265 3,466

233,055

13,999

247,689

16,656

26,890

32,410

3,466

76,725 76,725 0

32,390 26,890 5,500

37,910 32,410 5,500

18,265

3,553,144

有機性廃棄物リサイクル推進施設計画支援事業 37 南房総市

サテライトセンター整備計画支援事業 38
組合

20,346,473

76,725

32,390

37,910

76,725

39

10,634,980

第2次計画

H29～H33

第3次計画

H34～H40

第2次計画

H29～H33

第3次計画

H34～H40

3,715,350

6,919,630

31,757

南房総市・鋸南町

181,800

0

0

0

0

0

0

0

2,970,000

2,970,000

0

0

0

0

181,800

18,000

99,000

60,000

4,800

16,793,329

10,634,980

3,715,350

6,919,630

1,934,334

1,934,334

2,515,920

2,515,920

0

0

898,338

898,338

778,000

778,000

0

0
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様式３ 

 

事業期間

計画支援事業

普及促進・調査検討

継続実施

計画支援事業実施

計画支援事業実施

計画支援事業実施

計画支援事業実施

計画支援事業実施

工事

次期計画
で実施

次期計画
で実施

次期計画
で実施

次期計画
で実施

次期計画
で実施

検討

実施強化

継続実施

継続実施

新施設稼働に向けて検討

継続実施

実施強化

継続実施

継続実施

継続実施

実施強化

事業
番号

施策種別 平成
32年度

平成
33年度

備考
実施
主体

発生抑制、
再使用の推進
に関するもの

教育委員会、社会教育団体、小・中学校
等と連携した効果的な環境学習の推進

構成市町 H29 H3315 環境教育の推進

H29 H33
再生品の使用促進、使い捨て品の使用抑
制等、ごみを出さないライフスタイル実
践の推進

構成市町12
家庭における排出抑制と
再使用の推進

構成市町
組合

H29 H3311 有料化

13
事業者における排出抑制
と再使用の推進

事業活動に伴って生じるごみの適正処
理、排出抑制、再資源化等による減量化
への指導

構成市町 H29 H33

広域化に向けて、区域の統一を図る。必
要に応じ、広域化以前にも見直す。

平成
29年度

H29 H33下水道及び合併処理浄化槽の普及促進 構成市町17 生活排水対策

調査・検討

施策の概要 平成
30年度

平成
31年度

交付金
必要の
要　否

事業計画

開
始

終
了

施策の名称等

16 非定住者に対する施策
ポイ捨て防止運動及び持ち帰り運動の推
進

構成市町 H29 H33

14
行政における排出抑制と
再使用の推進

住民、事業者、行政の役割分担を明確に
し、ごみに対する総合的かつ計画的な施
策の推進

構成市町
組合

H29 H33

22
事業系ごみの処理体制の
現状と今後

事業系一般廃棄物を排出している事業所
に対し、減量化・資源化に向けた指導、
普及、啓発

構成市町
組合

H29 H33

21 家庭ごみの処理体制の現状と今後

市町は3R推進、収集・運搬を行い、組合
は中間処理・処分施設の維持管理を行
う。

構成市町
組合

H29 H33

1
エネルギー回収型廃棄物
処理施設

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業 組合 H35 H39 ○

23
生活排水処理の現状と今
後

下水道及び合併処理浄化槽の普及促進。
し尿処理施設の汚泥は、含水率70％以下
とし、熱回収施設で処理する。

構成市町
組合

H29 H33

○5 合併処理浄化槽 合併処理浄化槽整備事業 構成市町 H29 H33

○

3 最終処分場 最終処分場整備事業 組合 H35 H39 ○

2 マテリアルリサイクル施設 マテリアルリサイクル施設整備整備事業 組合 H35 H39

○

8 サテライトセンター サテライトセンター整備事業 組合 H35 H39 ○

7 し尿処理施設
南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施
設整備事業

南房総市 H31 H33

○

31 1の計画支援
環境影響評価、測量・地質調査、
基本計画・基本設計、アドバイザリー業
務

組合 H29 H33 ○

9 ストックヤード ストックヤード整備事業 組合 H35 H39

○37 7の計画支援
測量・地質調査、生活環境影響調査、
基本設計、発注仕様書等

南房総市 H29 H31

○

33 3の計画支援
測量・地質調査、基本計画・基本設計、
アドバイザリー業務

組合 H29 H33 ○

32 2の計画支援
測量・地質調査、基本計画・基本設計、
アドバイザリー業務

組合 H29 H33

H33

○

39 9の計画支援
生活環境影響調査、測量・地質調査、
基本計画・基本設計、アドバイザリー業
務

組合 H31 H33 ○

38 8の計画支援
生活環境影響調査、測量・地質調査、
基本計画・基本設計、アドバイザリー業
務

組合 H31 H33

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

処理体制の
構築、変更に
関するもの

処理施設の整
備に関するも

の

施設整備に
係る計画支援
に関するもの

その他

43
災害時の廃棄物処理体制
の整備

千葉県、近隣自治体との連携や地域防災
計画等の整備

構成市町
組合

H29 H33

42 不法投棄対策
パトロール、監視の強化、住民や関係機
関との連携、監視カメラの設置

構成市町
組合

H29 H33

41
家電リサイクルに関する
普及啓発

関連団体や小売店等と協力した普及啓発
構成市町

組合
H29
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【参考資料様式１】 

 

施設概要（熱回収施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）施設名称 広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

（3）工期 平成３５年度～平成３９年度 

（4）施設規模 処理能力 １２５ｔ/日（６２．５t/日×２炉） 

（5）形式及び処理方式 ストーカ炉またはシャフト炉 

（6）余熱利用の計画 
１．発電の有無   有（発電効率  ％） ・ 無 

２．熱回収の有無  有（熱回収率  ％） ・ 無 

（7）地域計画内の役割 
地域内老朽化施設の代替施設、処理の集約、エネルギーの高

効率回収及び有効利用の促進 

（8）廃焼却施設解体工事の有無 未定 

 

「灰溶融施設」を整備する場合 

（9）スラグの利用期間  

 

「高効率原燃料回収施設」を整備する場合 

（10）発生ガス回収効率及び 

発生ガス量 
 

（11）回収ガスの利用計画  

 

 

 

（12）事業計画額  １０，６３４，９８０ 千円 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（リサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）施設名称 広域ごみ処理施設（マテリアルリサイクル施設） 

（3）工期 平成３５年度～平成３９年度 

（4）施設規模 処理能力 ２０ｔ/日 

（5）処理方式 破砕、選別、圧縮、減容、保管 

（6）地域計画内の役割 処理の集約、地域内資源の高効率回収、リサイクルの拠点 

（7）廃焼却施設解体工事の有無  未定 

 

「廃棄物原材料化施設」を整備する場合 

（8）生成する原材料及び 

その利用計画 
 

 

「ごみ固形燃料化施設」を整備する場合 

（9）固形燃料の利用計画  

 

「ストックヤード」を整備する場合 

（10）ストック対象物 

（粗大ごみ処理施設系） 

 鉄類、アルミ類、可燃残渣、不燃残渣 等 

（資源化施設） 

 びん、缶、ペットボトル、紙類 等 

 その他、適正処理困難物、乾電池 等 

 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（11）容器包装リサイクル 

推進施設の内訳 

缶類（スチール・アルミ）、びん類（透明・茶・その他）、 

ペットボトル 

 

（12）事業計画額  １，９３４，３３４ 千円 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（リサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）施設名称 広域ごみ処理施設（サテライトセンター） 

（3）工期 平成３５年度～平成３９年度 

（4）施設規模 処理能力 １７ｔ/日 

（5）処理方式 破砕、選別、圧縮、減容、保管 

（6）地域計画内の役割 広域化に伴う輸送効率の向上、ごみ搬入量調整に係る保管 

（7）廃焼却施設解体工事の有無  有     無 

 

「廃棄物原材料化施設」を整備する場合 

（8）生成する原材料及び 

その利用計画 
 

 

「ごみ固形燃料化施設」を整備する場合 

（9）固形燃料の利用計画  

 

「ストックヤード」を整備する場合 

（10）ストック対象物 

（粗大ごみ処理施設系） 

 鉄類、アルミ類、可燃残渣、不燃残渣 等 

（資源化施設） 

 びん、缶、ペットボトル、紙類 等 

 その他、適正処理困難物、乾電池 等 

 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（11）容器包装リサイクル 

推進施設の内訳 

缶類（スチール・アルミ）、びん類（透明・茶・その他）、 

ペットボトル 

 

（12）事業計画額  ８９８，３３８ 千円 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（リサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）施設名称 広域ごみ処理施設（ストックヤード） 

（3）工期 平成３５年度～平成３９年度 

（4）施設規模 ２００㎡ 

（5）処理方式 一時保管 

（6）地域計画内の役割 資源物の一時保管、品質の管理 

（7）廃焼却施設解体工事の有無  未定 

 

「廃棄物原材料化施設」を整備する場合 

（8）生成する原材料及び 

その利用計画 
 

 

「ごみ固形燃料化施設」を整備する場合 

（9）固形燃料の利用計画  

 

「ストックヤード」を整備する場合 

（10）ストック対象物 

（粗大ごみ処理施設系） 

 鉄類、アルミ類、可燃残渣、不燃残渣 等 

（資源化施設） 

 びん、缶、ペットボトル、紙類 等 

 その他、適正処理困難物、乾電池 等 

 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（11）容器包装リサイクル 

推進施設の内訳 

缶類（スチール・アルミ）、びん類（透明・茶・その他）、 

ペットボトル 

 

（12）事業計画額  ７７８，０００ 千円 
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【参考資料様式３】 

 

施設概要（最終処分場系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）施設名称 広域ごみ処理施設（一般廃棄物最終処分場） 

（3）工期 平成３５年度～平成３９年度 

（4）処分面積、容積 総面積 ９３，８１０㎥ 

（5）処分開始年度及び終了年度 
埋立開始 平成４０年度 

埋立終了 平成５９年度 

（6）跡地利用計画 未定 

（7）地域計画内の役割 埋立物の適正処理、徹底管理 

（8）廃焼却施設解体工事の有無  未定 

 

 

（12）事業計画額  ２，５１５，９２０ 千円 
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【参考資料様式４】 

 

施設概要（し尿処理施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）施設名称 南房総市衛生センター（仮称） 

（3）工期 平成３１年度～平成３３年度 

（4）施設規模 処理能力 ６８kl/日 

（5）形式及び処理方式 未定 

（6）地域計画内の役割 

南房総市と鋸南地区環境衛生組合にある老朽化した２施設

を統合し、効率性を図ると共に CO2 発生抑制のために汚泥再生

処理センターとして整備する。なお、鋸南町のし尿及び浄化槽

汚泥は受託処理とする。 

（7）廃焼却施設解体工事の有無  有     無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（8）資源化の方法  未定 

（9）資源化物の利用期間  未定 

 

「コミュニティプラント」を整備する場合 

（10）計画処理人口及び面積 人口：     人     面積：     ㎢ 

（11）計画地域の性格 

 

 

 

 

 

 

（12）事業計画額  ２，９７０，０００ 千円 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 館山市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～平成３３年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額  交付対象事業費  １８，０００ 千円 

 

○交付金対象となる浄化槽の整備規模及び選定額（内訳） 

区 分 
交付対象基数 

        （ ３１６）人分 
基準額 

対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

５人槽 １３０ 基 （ ２７４）人分 57,720 15,600 15,600 

６～ ７人槽 １０ 基 （  ２１）人分 4,860 1,200 1,200 

８～１０人槽 １０ 基 （  ２１）人分 5,760 1,200 1,200 

１１～２０人槽 基 （    ）人分    

２１～３０人槽 基 （    ）人分    

３１～５０人槽 基 （    ）人分    

５１人槽以上 基 （    ）人分    

改築 基    

計画策定調査費     

合   計 
１５０ 基 （ ３１６）人分 

※改築を除く 
68,340 18,000 18,000 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 鴨川市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～平成３３年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額  交付対象事業費  ９９，０００ 千円 

 

○交付金対象となる浄化槽の整備規模及び選定額（内訳） 

区 分 
交付対象基数 

        （ ９７０）人分 
基準額 

対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

５人槽 ２５０ 基 （ ７５０）人分 83,000 82,500 82,500 

６～ ７人槽 ３０ 基 （ １２０）人分 12,420 9,900 9,900 

８～１０人槽 ２０ 基 （ １００）人分 10,960 6,600 6,600 

１１～２０人槽 基 （    ）人分    

２１～３０人槽 基 （    ）人分    

３１～５０人槽 基 （    ）人分    

５１人槽以上 基 （    ）人分    

改築 基    

計画策定調査費     

合   計 
３００ 基 （ ９７０）人分 

※改築を除く 
106,380 99,000 99,000 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～平成３３年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額  交付対象事業費  ６０，０００ 千円 

 

○交付金対象となる浄化槽の整備規模及び選定額（内訳） 

区 分 
交付対象基数 

        （ ５５４）人分 
基準額 

対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

５人槽 １３０ 基 （ ３００）人分 43,160 39,000 39,000 

６～ ７人槽 ５０ 基 （ １６２）人分 20,700 15,000 15,000 

８～１０人槽 ２０ 基 （  ９２）人分 10,960 6,000 6,000 

１１～２０人槽 基 （    ）人分    

２１～３０人槽 基 （    ）人分    

３１～５０人槽 基 （    ）人分    

５１人槽以上 基 （    ）人分    

改築 基    

計画策定調査費     

合   計 
２００ 基 （ ５５４）人分 

※改築を除く 
74,820 60,000 60,000 
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【参考資料様式５】 

 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 鋸南町 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～平成３３年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額  交付対象事業費   ４，８００ 千円 

 

○交付金対象となる浄化槽の整備規模及び選定額（内訳） 

区 分 
交付対象基数 

     （   １００）人分 
基準額 

対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

５人槽 ２０ 基 （ １００）人分 8,880 4,800 4,800 

６～ ７人槽  基 （    ）人分    

８～１０人槽  基 （    ）人分    

１１～２０人槽 基 （    ）人分    

２１～３０人槽 基 （    ）人分    

３１～５０人槽 基 （    ）人分    

５１人槽以上 基 （    ）人分    

改築 基    

計画策定調査費     

合   計 
２０ 基 （ １００）人分 

※改築を除く 
8,880 4,800 4,800 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）事業目的 広域ごみ処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）整備のため 

（3）事業名称 

広域ごみ処理施設 

（エネルギー回収型

廃棄物処理施設）整備

に係る環境影響評価

事業 

広域ごみ処理施設 

（エネルギー回収型

廃棄物処理施設）整備

に係る測量・地質調査 

広域ごみ処理施設 

（エネルギー回収型

廃棄物処理施設）整備

に係る基本計画・基本

設計等策定事業 

広域ごみ処理施設 

（エネルギー回収型

廃棄物処理施設）整備

に係る事業者選定ア

ドバイザリー事業 

（4）事業期間 Ｈ３０～Ｈ３３ Ｈ３０ Ｈ３０～Ｈ３１ Ｈ３３～Ｈ３４ 

（5）事業概要 

環境影響評価方法書 

環境影響調査 

環境影響評価準備書 

環境影響評価書 

手続き、資料作成等 

計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本計画 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

アドバイザリー業務 

 

 

（12）事業計画額 

155,952千円 30,533千円 31,936千円 
29,268千円 

（うち第２次計画分

14,634千円） 

うち交付金対象事業額 

155,952千円 

うち交付金対象事業額 

30,533千円 

うち交付金対象事業額 

31,936千円 

うち交付金対象事業額 

29,268千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）事業目的 広域ごみ処理施設（マテリアルリサイクル推進施設）整備のため 

（3）事業名称 

広域ごみ処理施設 

（マテリアルリサイクル 

推進施設）整備に係る測量・

地質調査 

広域ごみ処理施設 

（マテリアルリサイクル 

推進施設）整備に係る基本

計画・基本設計等策定事業 

広域ごみ処理施設 

（マテリアルリサイクル 

推進施設）整備に係る事業

者選定アドバイザリー事業 

（4）事業期間 Ｈ３０ Ｈ３０～Ｈ３１ Ｈ３３～Ｈ３４ 

（5）事業概要 
計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本計画 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

アドバイザリー業務 

 

 

（12）事業計画額 

5,544 千円 5,798 千円 
5,314 千円 

（うち第２次計画分 2,657,千円） 

うち交付金対象事業額 

5,544 千円 

うち交付金対象事業額 

5,798 千円 

うち交付金対象事業額 

5,314 千円 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）事業目的 広域ごみ処理施設（一般廃棄物最終処分場）整備のため 

（3）事業名称 

広域ごみ処理施設 

（一般廃棄物最終処分場）

整備に係る測量・地質調査 

 

広域ごみ処理施設 

（一般廃棄物最終処分場）

整備に係る基本計画・基本

設計等策定事業 

広域ごみ処理施設 

（一般廃棄物最終処分場）

整備に係る事業者選定アド

バイザリー事業 

（4）事業期間 Ｈ３０ Ｈ３０～Ｈ３１ Ｈ３３～Ｈ３４ 

（5）事業概要 
計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本計画 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

アドバイザリー業務 

 

 

（12）事業計画額 

7,233 千円 7,566 千円 
6,932 千円 

（うち第２次計画分 3,466,千円） 

うち交付金対象事業額 

7,233 千円 

うち交付金対象事業額 

7,566 千円 

うち交付金対象事業額 

6,932 千円 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業目的 有機性廃棄物リサイクル推進施設整備のため 

（3）事業名称 

南房総市有機性廃棄物リサ

イクル推進施設整備に係る

生活環境影響調査事業 

 

南房総市有機性廃棄物リサ

イクル推進施設整備に係る

測量・地質調査 

 

南房総市有機性廃棄物リサ

イクル推進施設整備に係る

基本設計・発注仕様書作成

等計画支援事業 

（4）事業期間 Ｈ２９～Ｈ３０ Ｈ２９～Ｈ３０ Ｈ２９～Ｈ３１ 

（5）事業概要 生活環境影響調査 
計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本設計 

発注仕様書等の作成 

発注支援業務 

 

 

（12）事業計画額 

34,947千円 14,190千円 27,588千円 

うち交付金対象事業額 

34,947千円 

うち交付金対象事業額 

14,190千円 

うち交付金対象事業額 

27,588千円 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）事業目的 広域ごみ処理施設（サテライトセンター）整備のため 

（3）事業名称 

広域ごみ処理施設 

（サテライトセンタ

ー）整備に係る生活環

境影響調査 

 

広域ごみ処理施設 

（サテライトセンタ

ー）整備に係る測量・

地質調査 

 

広域ごみ処理施設 

（サテライトセンタ

ー）整備に係る基本計

画・基本設計等策定事

業 

広域ごみ処理施設 

（サテライトセンタ

ー）整備に係る発注仕

様書等策定事業 

 

（4）事業期間 Ｈ３２ Ｈ３１ Ｈ３０ Ｈ３４ 

（5）事業概要 生活環境影響調査 
計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本計画 

施設基本設計 
発注仕様書作成 

 

 

（12）事業計画額 

13,871千円 10,879千円 2,140 千円 5,500 千円 

うち交付金対象事業額 

13,871千円 

うち交付金対象事業額 

10,879千円 

うち交付金対象事業額 

2,140 千円 

うち交付金対象事業額 

5,500 千円 
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【参考資料様式６】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 安房郡市広域市町村圏事務組合 

（2）事業目的 広域ごみ処理施設（ストックヤード）整備のため 

（3）事業名称 

広域ごみ処理施設 

（ストックヤード） 

整備に係る生活環境

影響調査 

広域ごみ処理施設 

（ストックヤード） 

整備に係る測量・地質

調査 

広域ごみ処理施設 

（ストックヤード） 

整備に係る基本計画・

基本設計等策定事業 

広域ごみ処理施設 

（ストックヤード） 

整備に係る発注仕様

書等策定事業 

（4）事業期間 Ｈ３２ Ｈ３１ Ｈ３０ Ｈ３４ 

（5）事業概要 生活環境影響調査 
計画地測量調査 

計画地地質調査 

施設基本計画 

施設基本設計 
発注仕様書作成 

 

 

（12）事業計画額 

13,871千円 16,401千円 2,138 千円 5,500 千円 

うち交付金対象事業額 

13,871千円 

うち交付金対象事業額 

16,401千円 

うち交付金対象事業額 

2,138 千円 

うち交付金対象事業額 

5,500 千円 
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